
年金　
社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
の
送
付
は
11
月
上
旬

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
必
要
な

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
11
月
上
旬
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。
送
付
さ

れ
る
の
は
、
９
月
30
日
ま
で
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
し
た
人
で
す
。
10
月

１
日
か
ら
年
末
ま
で
に
今
年
初
め
て
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
人
は
、
来

年
の
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
納

め
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
申
告
す

る
と
、
そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除

さ
れ
、
納
め
る
税
金
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ　
倉
敷
東
年
金
事
務
所

（
☎
０
８
６
―
４
２
３
―
６
１
５
０
）

年金　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的

年
金
な
ど
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額

が
一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
を

支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し

て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。
新
た
に
受

給
対
象
と
な
る
人
に
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
通
知
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
封
の
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求

書
の
提
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
令
和
６

年
１
月
４
日
ま
で
に
手
続
き
が
完
了
す

る
と
、
令
和
５
年
10
月
分
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
（
☎
０
５
７
０
―
０
５
―

４
０
９
２
、
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

年金　
11
月
30
日
は
「
年
金
の
日
」

　

厚
生
労
働
省
で
は
、「
ね
ん
き
ん
ネ

ッ
ト
」
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
高
齢
期

の
生
活
設
計
に
思
い
を
巡
ら
す
日
と
し

て
、11
月
30
日
（
い
い
み
ら
い
）
を
「
年

金
の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会

に
、
自
身
の
年
金
記
録
や
年
金
見
込
額

を
確
認
し
、
将
来
の
生
活
設
計
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。「
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
」
を
利
用
す
る
と
、
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

か
ら
自
身
の
年
金
記

録
を
確
認
で
き
る
ほ

か
、
年
金
見
込
額
の
試
算
を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
利
用
方
法
は
、
日
本
年

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　

問
い
合
わ
せ　
倉
敷
東
年
金
事
務
所

（
☎
０
８
６
―
４
２
３
―
６
１
５
０
） 日本年金

機構HP

助成　
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
の
購
入
費
な
ど
に
助
成

　

障
が
い
の
あ
る
人
の
行
方
不
明
時
の

備
え
と
し
て
、
位
置
情
報
を
探
索
す
る

こ
と
が
で
き
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
の
購
入
や

貸
借
費
用
に
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

助
成
金
額　
上
限
３
万
円
（
１
人
１

回
ま
で
）

　
　
　

●　

●　

●　

●　

●

　

市
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
捜
索

時
に
メ
ー
ル
情
報
を
発
信
す
る
サ
ポ
ー

ト
を
10
月
か
ら
始
め
ま
し
た
。
利
用
に

は
、
登
録
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
捜
索

に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
人
を
募
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
他　
Ｓ
Ｏ
Ｓ
メ
ー
ル
登
録
者
は

手
続
き
不
要

　

申
請
先
・
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課
障

が
い
福
祉
係
（
☎
０
８
６
６
―
９
２
―

８
２
６
９
）

消防　
宝
く
じ
助
成
金
で
整
備

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
金
の
助
成
を
受

け
て
、
ワ
ン
タ
ッ
チ
式
テ
ン
ト
３
張
を

整
備
し
ま
し
た
。

　

災
害
現
場
に
お
け
る
消
防
団
員
の
安

全
確
保
の
み
な
ら
ず
、
防
災
訓
練
や
講

習
会
な
ど
で
も
活
用
さ
れ
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ　
消
防
本

部
消
防
総
務
課
（
☎

０
８
６
６
―
９
２
―

８
３
４
２
）

人権　
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

11
月
15
日
㈬
か
ら
21
日
㈫
は
、
全
国

一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間
で
す
。
女
性
を
巡
る
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、
電
話
相
談

を
実
施
し
ま
す
。

　

受
付
時
間　
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
７
時
ま
で
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、

午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　

相
談
員　
法
務
局
職
員
、
人
権
擁
護

委
員

　

専
用
電
話　
☎
０
５
７
０
―
０
７
０

―
８
１
０
（
全
国
共
通
）

　

問
い
合
わ
せ　
人
権
・
ま
ち
づ
く
り

課
人
権
啓
発
係
（
☎
０
８
６
６
―
９
２

―
８
２
５
３
）

くらし 募集 催し物 伝言板イベント 市民ギャラリー お知らせ / SOJA  INFORMATION

阿曽地区文化祭
　場所　東公民館阿曽分館
　内容　19日㈰は午後２時まで。展示や舞台、バザーなど
　問い合わせ　阿曽地区文化祭実行委員会（☎ 0866－99－
9831、髙原さん）

チュッピーこどもまつり
　場所　山手公民館
　内容　対象は、小学生までの子どもとその家族。スライム作
り、親子クッキングなどの子ども向け体験ブース、健康につい
てのパネル展示など
　問い合わせ　「子育て王国そうじゃ」まちづくり実行委員会
事務局（☎ 0866－92－8268�、こども課内）

秋の収穫祭と感謝の日
　場所　サンロード吉備路
　内容　農産物や加工品の販売。姉妹都市である茅野市のリン
ゴを販売。芋煮などの無料サービス
　問い合わせ　サン直広場ええとこそうじゃ組合（☎ 0866－
92－5755）

和太鼓フェスティバル 2023【市民文化祭】
　場所　市民会館
　内容　備中温羅太鼓、各団体による太鼓の競演。チケットは
前売り 1500 円、当日 500 円アップ（全席自由）。総合文化セ
ンター、天満屋ハピータウンリブ総社店、チケットぴあで販売
　問い合わせ　備中温羅太鼓（☎ 090－7997－8260、塩尻さん）

総社市役所
〒719－1192

総社市中央一丁目 1番 1号
☎ 0866－92－8200

　　　月のイベント11

　指定難病の治療や人工透析治療を
受けるため医療機関へ通院した場
合、交通費の一部として月額 2500
円を助成します。入院などにより通
院した日がない月は、助成対象期間
から除きます。すでに決定を受けて
いる人は、申請不要です。
　対象　市内に１年以上住所を有
し、前年分の所得税が非課税世帯で、
次のいずれかに該当する人。①特定
医療費（指定難病）受給者証か特定
疾患医療受給者証の交付を受け、そ

の治療のため医療機関に通院してい
る　②じん臓機能障害による身体障
害者手帳の交付を受け、人工透析治
療のため医療機関に通院している
　手続きに必要なもの　印鑑、本人
名義の口座が分かるもの。①の人は、
特定医療費（指定難病）受給者証か
特定疾患医療受給者証。②の人は、
身体障害者手帳
　申請先・問い合わせ　福祉課障が
い福祉係（☎ 0866－92－8269）

くらし
福祉 　療養通院費の助成

	23	●祝
9:00 ～　
						14:00

	19	●日
10:00 ～　
						13:00

	26	●日
13:30 ～　
						16:00

	18	●土
10:00 ～　
						17:00

　消防写生大会
　　　　入賞作品展
《日程・場所》
▼ 11 月３日㈷～ 19 日
㈰、天満屋ハピータウ
ンリブ総社店
▼ 11月 22 日㈬～ 29 日
㈬、働く婦人の家
▼ 12 月２日㈯～ 14 日
㈭、サンロード吉備路
▼１月６日㈯～ 14 日
㈰、市図書館
▼１月 23 日㈫～ 30 日
㈫、市役所

・・・・・・・・・・・
秋季全国火災予防運動
　11 月９日㈭から 15
日㈬までは「火を消し
て�不安を消して�つなぐ
未来」を統一標語に、
秋の火災予防運動が全
国一斉に展開されます。
　これからの季節は、
空気が乾燥します。い
ざというときに適切に
作動するよう、住宅用
火災警報器の定期点検
を行い、異常があった
場合は、新しいものに
取り替えましょう。ま
た、火災を防ぐために、
次のことに気を付けま
しょう。
　▼風の強い日は、屋
外での火の取り扱いを
しない
　▼外出や就寝前には、
今一度、火の元を確認
　▼家の周りに燃えや
すい物を置かない
　問い合わせ　消防本
部予防課（☎ 0866－92
－8343）

広報そうじゃ 2023.11　1415　広報そうじゃ 2023.11


